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研究要旨 

令和５（2023）年度厚生労働科学研究において実施した「中核的人材養成モデル研修」を改善し、

令和６（2024）年度は全都道府県を対象に研修を開催した。広くコンセンサスの得られる「中核的人

材養成研修」のプログラムを作成することを目的とし、受講者とサブ・トレーナーを対象にアンケー

ト調査、関係団体へのヒアリングを行った。その結果、効果として本研修における実践により、受講

者、事業所の支援、利用者の行動について改善を示す変化が見られた。課題として、研修内容調整や

修了者を含めたネットワーク構築、講師や運営ができる人材の確保養成等が考えられた。本研究を踏

まえ、関係団体、WG 等からの意見を踏まえ中核的人材養成研修のプログラムを提言する。今後は継続

的に本研修を実施しながら、都道府県での実施を見据えた調整とトレーナーができる人材の確保・養

成を行っていく必要がある。 

 

Ａ．研究目的 

１．背景 

令和５（2023）年３月に厚生労働省がとりまとめ

た「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関す

る検討会」報告書１）において、事業所における強

度行動障害支援の核となる「中核的人材」と、事業

所の外部から事業所への技術的アドバイス等を行う

指導的立場である「広域的支援人材」の確保・養成

が位置づけられた。この報告書を踏まえ、国立のぞ

みの園では、令和５（2023）年度厚生労働科学研究

において、広域的支援人材の養成を一体的に行う

「中核的人材養成モデル研修（以下、モデル研

修）」を、10地域40名を対象に実施した２）。モデ

ル研修は受講者の所属事業所の利用者１名に対し、

研修内容に沿った実践を受講者に行ってもらった。

その結果、「研修の流れを整理し、研修の全体像や
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実施内容をわかりやすく可視化すること」「講義は

事前のeラーニング視聴とし、研修当日のグループ

討議時間確保すること」「受講者の負担軽減ため、

研修課題の整理、サポート体制の強化をすること」

等が改善点とされた。 

この中核的人材養成研修は、令和8年度まで、

「のぞみの園が設置する施設が行う研修その他これ

に準ずるものとして厚生労働大臣が認める研修に限

る」3）されており、今後の都道府県での実施を見据

えた研修プログラムの作成が必要である。 

 

２．目的 

 本研究は、広くコンセンサスの得られる「中核的

人材養成研修（以下、本研修）」のプログラムを作成

することを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

 本研究は、以下の方法により行った。 

１．ワーキンググループの設置によるプログラムの

検討 

 分担研究者、モデル研修講師、強度行動障害者支

援に関する有識者、実践者によるワーキンググルー

プ（以下、WG）を設置し、本研修内容および本研修

実施結果を踏まえた研修プログラムの検討を行った。 

２．研修の受講者等に対するアンケート調査 

 対象：全都道府県から推薦を受けた受講者 95 名

（１都道府県あたり２名）およびサブ・トレーナ

ー47名（１都道府県あたり１名） 

※受講者が１名のみ、サブ・トレーナーの 

推薦がない都道府県が１つずつあった。 

 期間：令和６（2024）年 8 月から令和７（2025）

年３月 

 内容：本研修の実施（プログラムは図１）による、

研修効果および改善点等を把握するため、表１の

通りアンケートを実施した。 

３．関係団体との意見交換 

 対象：全国手をつなぐ育成会連合会、全日本自閉

症支援者協会、日本知的障害者福祉協会、日本自

閉症協会、全国地域生活支援ネットワーク 

 期間：令和７（2025）年１月から２月 

 内容：本研修に関する評価、改善点等 

 

 倫理面への配慮 

調査の手続きについては、国立のぞみの園調査研

究倫理審査委員会で承認を得た（承認番号05-07-01、

06-09-03）。 

 

なお、本研修における関係者の定義は表２の下の

通りとした。 
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Ｃ．研究結果 

１．ワーキンググループでの検討によるプログラム

の確定 

 モデル研修からの改善点をワーキンググループで

検討した結果、その内容は下記の通りであった（【】

はモデル研修からの改善点、・は本研修での対応内

容）。 

【研修の流れを整理し、研修の全体像や実施内容を

わかりやすく可視化すること】 

・ 研修の流れを氷山モデルのマトリックスを用い

て５つのフェイズに整理し（図1）、フェイズに合

わせて研修構成を変更した 

【e ラーニングを活用し、グループ討議時間確保す

ること】 

・ e ラーニングは、知識を学ぶ「講義」とワークシ

ート等の使い方を学ぶ「演習」の構成とした 

・ eラーニングは20分程度とし、支援者が業務中に

視聴しやすいようにした 

・ 研修当日のグループ討議の時間を、モデル研修の

90分から130分に増やした 

【サポート体制の強化をすること】 

・ シート類の記入負担軽減のため、項目を削減した 

・ グループ討議のサポートや受講者・トレーナーへ

の助言等を行うスタッフ（トレーナーSV）を新た

に配置した 

・ トレーナーによる受講者への助言、モデル利用者

の状態像把握をより効果的に行うため、受講者が

モデル利用者の動画を撮影し、研修各回で共有す

ることや、受講者の事業所訪問を研修期間中に１

回必ず行うこととした 

 

 

 

２．本研修の実施・アンケート回答結果 

 本研修の概要 

【目的】 

強度行動障害支援者養成研修の内容を踏まえて、

支援現場において適切な支援を実施し、組織の中で

適切な指導・助言ができる人材の養成 

【日時】（表３） 

 全６回の研修（月１回のペースで開催） 

 第１回から第５回研修は西日本ブロック（12グル

ープ）と東日本ブロック（12グループ）に分けて

実施、第６回研修は西日本ブロック、東日本ブロ

ックの合同開催 

【実施体制】（図2） 

・ 近隣の２自治体で１グループを構成（ネットワー

クづくりの観点） 

・ １グループの構成：受講者４名、サブ・トレーナ

ー２名、トレーナー１名 

・ トレーナーSVを４グループに１名配置 

・ 本研修の全体管理を行うディレクターを１名配

置 
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 フォローアップの仕組み 

 研修期間中、トレーナーによる研修内容や実践に

関 す る 相 談 対 応 を 迅 速 に 行 う た め 、 ICT

（MicrosoftTeams、Zoom）を活用したフォロー体制

を整えた。 

また、トレーナーによる受講者の所属事業所への

訪問フォローアップを研修期間中に必ず１回行った。

訪問フォローアップには、サブ・トレーナーの同行

を必須とし、トレーナーの受講者への関わりや助言

を学んでもらうこととした。 

 本研修の修了判断（表４・５） 

本研修の修了にあたっては、「アセスメントに基づ

く支援の実施状況」の自己評価とトレーナー評価、

「チーム支援の実行状況」の自己評価を基に、本研

修の取り組み状況を踏まえ、全研修日程終了後に事

務局が修了判断を行った。修了基準に満たなかった

者については、年度末までのトレーナー、事務局に

よる継続フォローアップを行い、その取り組み状況

を踏まえ、事務局が再度修了判断を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アンケート回答結果 

全６回の研修全てに参加した修了者を対象にアン

ケート回答の分析を行った。 

【研修の効果】（図3） 

研修修了後に修了者が感じている研修の効果につ

いて回答を求めたところ、「効果があった」が66.7％、

「やや効果があった」が29.7％であった。 

受講者が感じた効果の主な意見としては下記の通

りであった。 

 アセスメントの視点が広がった 

 チームの支援力向上を図ることができた 

 課題となっている行動の改善ではなく、豊かな生

活のために、利用者ができていることをどのよう

に活かしていくかと考えられるようになった 

 フォローアップ体制があったことで、研修内容の

理解が深まり、実践が進みやすくなった 
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【受講者・チームに関する尺度】（表６、７、８） 

尺度①謙虚なリーダーシップ尺度３）、尺度②心理

的安全性尺度３）、尺度③知識共有尺度３）を活用して、

受講者および受講者の所属事業所内チームの研修前

後の変化を把握した。t 検定を行った結果、尺度②

「チームメンバーがミスをすると、しばしば白い眼

で見られる」の項目を除いた尺度①②③全ての項目

で改善を示す有意差が認められた。 

【支援に関する尺度】（表９、10、図4） 

 尺度④行動障害の支援尺度４）、尺度⑤支援の環境

調整実施尺度５）を活用して、モデル利用者に対する

支援状況、事業所全体の環境調整の実施状況に関し

て研修前後の変化を把握した。その結果、尺度④に

ついて研修後の支援の実施率が向上していた。尺度

⑤について、全ての項目において事業所における環

境調整の実施度向上を示す有意差が認められた。 

【対象者の行動に関する尺度】（表11） 

尺度⑥問題行動評価尺度短縮版（BPI-S）６）を活用

して、モデル利用者の課題となる行動の状況につい

て研修前後の変化を把握した。t検定を行った結果、

全ての項目において行動の改善を示す有意な差が認

められた。 

【研修中のチーム支援の実行度】（図5） 

本研修におけるチーム支援の実行状況について、

研修が進むにつれてチーム支援の実行割合が向上し

ていた。 
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【eラーニングの理解度・意見】（図6、表12） 

eラーニングの理解度について、「一部理解ができな

かった」と回答したのが最も多かった 

のは③-２「ICFシステムのデータ入力と分析方法」

の71.1％、次いで多かったのは③-３「ICFシステム

で把握した情報をQOL支援に活用する」の47.9％で

あった。 

eラーニングに関しては、 

 何度も視聴できるためありがたい 

 事例動画があることで理解が深まる 

 架空事例を用いたワークシートの記載例がほし

い 

 e ラーニング、ワークシートの全体像や連動性に

ついて詳細な説明がほしい 

e ラーニングの時間が長くてもいいため、詳細な説

明がほしい等の意見があった。 

 

【研修運営に関する意見】（表13） 

研修運営に関する改善点の主な意見としては下記

の通りであった。 

 集合研修の回数、研修各回の時間、訪問フォロー

アップの回数を増やしてほしい 

 研修の全体像を早めに理解できるよう伝えてほ

しい 

 情報共有の機会を増やしてほしい 

 パソコンスキルが高くないものには、ICT ツール

の活用は難しいため扱いを検討してほしい

（MicrosoftTeamsに慣れるまで大変） 

 

【研修内容に関する意見】（表14） 

研修内容に関する改善点の主な意見としては、下

記の通りであった。 

 ワークシートの関連性を明確にし、理解を深める

ための工夫がほしい 

 強度行動障害支援者養成研修の内容やワークシ

ートとの整合性、関連性を整理してほしい 

 研修各回の実施内容や時間配分をより明確にし

てほしい 

 研修ボリューム（ICF シートやスキルアセスメン

ト等）が多く、負担感が高い。都道府県でも実施

できるよう内容を精選してほしい 

 オンライン研修だけでは、実践力の向上は難しい。

模擬実践（例えば、トレーニングセミナー等）が

必要である 

 サブ・トレーナー、トレーナー向けにコーチング

やコンサルテーションに関する講義がほしい 

【サブ・トレーナーがトレーナーから学んだ点】（表 15） 

サブ・トレーナーが学んだ主な点は下記の通りで

あった。 

 傾聴、受容をし、肯定的な視点からの助言 

 受講者に気づかせるための質問、助言 

 受講者の理解に応じた、用語の使い方、説明 

 利用者アセスメントの視点と支援の引き出しの

多さ 

 事業所や支援の歴史、文化、現在の環境状況を踏

まえた助言 

 意見を出しやすい雰囲気づくり 

 コーチング、コンサルテーションの方法 

【サブ・トレーナーが感じているトレーナーになる

ために必要な学び】（表16） 

サブ・トレーナーが感じている必要な学びの主な

回答は下記の通りであった。 

 伝えるスキル（コーチング、コンサルテーション

等） 

 ファシリテーション力 

 人（利用者、支援者）・事業所に対するアセスメン

ト力 

 多様なケースに対する支援・コンサルテーション

経験 
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３．関係団体との意見交換（表17） 

 関係団体からの意見において、共通していた点は

下記の通りであった。 

 本研修の仕組みに異論はない 

 本研修の実践状況の評価によって、修了の可否を

判断することは質の担保の観点から適切である 

 受講者の力量がバラバラであり、受講者の選定条

件をより明確に示してほしい 

 本研修の意義、重要性を行政に理解してもらう必

要がある 

 本研修修了後のフォローアップ、中核的人材を含

めたネットワークづくりが重要である 

 強度行動障障害支援者養成研修と本研修の差が

大きく、検討が必要である 

４．次年度以降に向けた検討 

 本研修および団体等からの意見収集終了後、ワー

キンググループで次年度以降に向けた研修の改善に

ついて検討を行った。ワーキンググループからの意

見は下記の通りであった。 

 e ラーニングだけで支援技術を学ぶのは難しく、

アセスメントから支援計画を立てるにはトレー

ナーの力量が必要となる 

 トレーナーが研修の核であり、トレーナー養成は

現在の研修内容だけでは難しい 

 トレーナーは早めに受講者の事業所に訪問した

ほうが、モデル利用者、事業所アセスメントがで

き、研修サポートが行いやすくなる 

 修了者の質の担保のため継続サポートが必要で

ある 

 都道府県での研修実施に向けた内容や事務局運

営の標準化が必要である 

 

Ｄ．考察 

本研修は、外部人材を活用して事業所における強

度行動障害へのチーム支援の核になる中核的人材の

養成と事業所や中核的人材への助言等を行う広域的

支援人材の養成を一体的に行うものである。以下、

本研修の効果と今後の課題について考察する。 

１．本研修の効果 

 本研修における事業所での６ヶ月間の実践により、

受講者、事業所の支援、利用者の行動について改善

を示す変化が各尺度やアンケートの回答からみられ、

強度行動障害支援を向上するために効果的であると

考えられた。 

受講者の変化について、事業所チームやモデル利

用者をポジティブな視点でとらえられるようになっ

たこと、モデル利用者への支援だけではなく、事業

所全体の支援にも波及していたことは、本研修にお

ける実践の効果だと考えられた。 

モデル利用者について、課題となっている行動の

頻度や重症度が改善していたことに加え、事業所に

おける環境調整を実施している割合が増えていたこ

とから、行動減少のための支援だけではなく、生活

全般の環境調整が事業所として行われるようになっ

ており、結果として生活の質の向上にも繋がってい

くと考えられた。 

２．本研修の今後の課題 

今後の都道府県での本研修実施を見据え、研修内

容調整や修了者を含めたネットワーク構築、事務局

運営マニュアルの作成、講師や運営ができる人材の

確保養成が課題となると考えられた。 

■都道府県での本研修実施に向けた内容調整・ネッ

トワークづくりの必要性 

e ラーニングの内容は概ね理解できているが、講

師による差が大きく生じないように引き続き調整し

ていく必要があると考えられた。また、本研修の全

体像や強行研修との繋がり・変化を早い内から受講

者がイメージできるようにすること、研修で使用す

るシート類の削減が求められおり、工夫が必要であ

ると考えられた。 

 また、本研修修了者が今後の都道府県で開催する

研修の講師や運営を担うことが想定され、修了者の

継続的なフォローや近隣県での合同開催を見据えた

ネットワークづくりが必要と考えられた。 

■本研修の講師や運営ができる人材の確保養成のた

めに必要な要素 

 講師や運営ができる人材（トレーナ）の養成にあ

たって、コンサルテーションやコーチングといった

受講者との関わり方の学びと実践が重要だと考えら

れるが、現時点の本研修ではこれらの方法について
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サブ・トレーナーやトレーナーが講義等で体系的に

学ぶ内容は盛り込めていない。サブ・トレーナーの

学びをより深めることに加え、トレーナーの養成、

質の担保を考えると、現在の研修の仕組みに加え、

サブ・トレーナーやトレーナー向けにコンサルテー

ション、コーチング等に関する講義を本研修内に取

り入れる必要があると考えられた。 

 

Ｅ．結論 

 本研修の結果、関係団体、WG等からの意見を踏ま

え中核的人材養成研修のプログラムを提言する（表

18、19）。今後は継続的に本研修を実施しながら、都

道府県での実施を見据えた調整とトレーナーができ

る人材の確保・養成を行っていく必要がある。 
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